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議題（６） 西尾市地域公共交通計画の改訂について 

 

１ 改訂の概要 

 利便性の高い公共交通サービスの実現を目指して、平成２６年３月に「西尾市地域

公共交通計画」(計画期間：H26～H30）を策定し、公共交通体系の見直しを行ってきた

が、計画の根拠法である「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の一部改正

により、計画に記載すべき新たな事項が以下のとおり規定された。 

①まちづくりや観光振興等との連携 

②地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの構築 

 ③達成状況の評価に関する事項 

 国の補助制度の活用等も考慮し、今後の公共交通体系の見直しを実効的に進めるた

め、法改正の趣旨を反映した記載を追加するとともに、名鉄西尾・蒲郡線（西尾駅～

蒲郡駅）の平成２８年度以降５年間の存続について、西尾・蒲郡両市と名古屋鉄道㈱

の間で合意がなされるなど、現行計画策定時からの２年間で公共交通体系を取り巻く

状況の変化があったため、これらの状況を反映した改訂を行うこととし、これまで協

議を行ってきた。 

 

２ 改訂のスケジュール 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメントによる意見募集（平成 28年 4月 20日～5月 19日） 

西尾市地域公共交通活性化協議会での承認（平成 28年 6月 16日） 

西尾市地域公共交通計画（改訂版）の策定 

西尾市地域公共交通活性化協議会での協議 

（平成 27年 6月 18日、平成 28年 1月 14日、平成 28年 3月 23日） 

各委員の意見を反映し、 

計画案を決定 



 

◯現行計画からの主な変更点 

①まちづくりや観光振興等との連携 

・西尾市まち・ひと・しごと創生総合戦 

略についての記載を追加 

①まちづくりや観光振興等との連携 

・観光の現状についての記載を追加 

②面的な公共交通ネットワークの構築 

・タクシーによる高齢者・障害者の移動 

支援事業についての記載を追加 

②面的な公共交通ネットワークの構築 

・タクシーの課題についての記載を追加 

現行計画による 2 年間の取組に対する

評価及び改善点についての記載を追加 

名鉄西尾・蒲郡線（西尾駅～蒲郡駅）の

存続期間に合わせ、平成 28年度～32年

度の 5年間に設定 

③達成状況の評価に関する事項 

・5章による評価を反映し、指標を修正 

①まちづくりや観光振興等との連携 

・外国人観光客への対応等の観光振興に 

ついての記載を追加 

②面的な公共交通ネットワークの構築 

・タクシー事業についての記載を追加 

・鉄道の維持・活性化についての記載を 

追加 

・地区公共交通協議会での議論が概ねま 

とまった一色地区、吉良地区を先行地

区とする記載を追加 

③達成状況の評価に関する事項 

・地区公共交通協議会と連携した評価の 

実施についての記載を追加 

 


